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心
身
に
障
害
が
あ
る
方
の
軽
自
動
車
税
を
減
免
し
ま
す

心
身
に
障
害
が
あ
る
方
の
軽
自
動
車
税
を
減
免
し
ま
す

心
身
に
障
害
が
あ
る
方
の
軽
自
動
車
税
を
減
免
し
ま
す

身
体
障
害
者
手
帳
・
戦
傷
病
者
手

帳
・
療
育
手
帳
・
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
を
持
つ
方
の
う
ち
、
一
定

の
要
件
に
該
当
す
る
方
の
軽
自
動
車

税
が
減
免
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
こ

れ
ら
の
手
帳
を
持
つ
方
と
生
計
を
同

一
に
す
る
方
が
所
有
す
る
車
を
、
手

帳
を
持
つ
方
の
た
め
に
専
ら
運
転
す

る
場
合
も
、
減
免
の
対
象
に
な
り
ま

す
。
該
当
す
る
方
は
、
必
要
書
類
を

そ
ろ
え
て
期
日
ま
で
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

な
お
、
昨
年
に
引
き
続
き
減
免
申

請
を
受
け
る
方
は
、
郵
送
で
の
申
請

が
可
能
で
す
。
詳
し
く
は
お
尋
ね
く

だ
さ
い
。

申
請
受
け
付
け

五
月
二
十
四
日
惜
ま
で
に
市
民
税

課
（
本
庁
舎
二
階
）。

＊
期
日
を
過
ぎ
る
と
、
減
免
申
請
の

受
け
付
け
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類

●
平
成
十
七
年
度
軽
自
動
車
税
納
税

通
知
書

●
運
転
免
許
証

●
各
手
帳

●
各
手
帳
を
持
つ
方
と
生
計
を
同
一

に
す
る
方
が
同
じ
住
所
で
な
い
場

合
は
、
保
険
証
な
ど
扶
養
親
族
で

あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
物

●
各
手
帳
を
持
つ
方
の
み
で
構
成
さ

れ
る
世
帯
の
方
が
所
有
す
る
車

を
、
常
時
介
護
す
る
方
が
運
転
す

る
場
合
は
「
常
時
介
護
証
明
書
」

＊「
常
時
介
護
証
明
書
」
は
、
各
手

帳
の
交
付
先
が
発
行
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
…
市
民
税
課
税
制
担

当
・
℡
内
線
２
３
４
２

人
生
の
節
目
に
は
、
国
民
年
金
の

手
続
き
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま

す
。
届
け
出
を
し
な
い
で
い
る
と
、

年
金
が
少
な
く
な
っ
た
り
、
受
け
取

れ
な
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
忘
れ
ず
に
届
け
出
て
く
だ
さ

い
。手

続
き
は
、
国
保
年
金
課
（
本
庁

舎
二
階
）
・
出
張
所
・
連
絡
所
で
受

国
民
年
金
こ
ん
な
と
き
に
は
届
け
出
を

国
民
年
金
こ
ん
な
と
き
に
は
届
け
出
を

国
民
年
金
こ
ん
な
と
き
に
は
届
け
出
を

け
付
け
て
い
ま
す
。

ま
た
、
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な

場
合
に
は
、
申
請
免
除
・
学
生
納
付

特
例
・
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
が
あ

り
ま
す
。

詳
し
く
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
…
国
保
年
金
課
国
民
年

金
係
・
℡
内
線
２
４
８
１

届
け
出
が
必
要
な
場
合

持
ち
物

就
職
し
た
（
厚
生
年
金
や
共
済
組

年
金
手
帳
・
健
康
保
険
証
・
印
鑑

合
に
加
入
し
た
）

会
社
を
退
職
し
た
（
厚
生
年
金
や

年
金
手
帳
・
離
職
証
明
書
・
印
鑑

共
済
組
合
の
資
格
を
喪
失
し
た
）

厚
生
年
金
や
共
済
組
合
の
加
入
者

年
金
手
帳
・
配
偶
者
の
健
康
保
険
証

の
被
扶
養
配
偶
者
で
な
く
な
っ
た

ま
た
は
離
職
証
明
書
・
印
鑑

「気管挿管」ができる
救急救命士誕生!!
昨年７月に、医師の指
示を受けての「気管挿管」
が認められ、救急救命士
ができる処置内容が拡大
されました。これにより
川越地区消防組合では、
気管挿管のできる救急救
命士の養成を行い、気管
挿管ができる救急救命士
の第１号が４月に誕生し
ました。ちなみに、県内
では４月１日現在で気管
挿管のできる救急救命士が18人います。
気管挿管とは、呼吸と心臓が止まっている状態の人
に対し、医師の指示を受け、口から気管にチューブを
入れ、肺に直接酸素を送り込む医療処置です。これま
での救急救命士の処置では、食道までしかチューブを
入れることができませんでした。今後はより確実な気
道確保ができ、多くの皆さんの命を救うことができる
ようになります。
川越地区消防組合では救命率の向上のため、順次、

気管挿管ができる救急救命士の養成をしていきます。
市民の皆さんのご理解をお願いします。
問い合わせ…消防局救急課・℡222－0160

納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
し
た

納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
し
た

納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
し
た

平
成
十
七
年
度
の
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税
の
納
税

通
知
書
を
発
送
し
ま
し
た
。

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
は
、

平
成
十
七
年
一
月
一
日
現
在
の
所
有

者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
軽
自
動
車
税

は
、
同
年
四
月
一
日
現
在
の
所
有
者

に
課
税
さ
れ
ま
す
。

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
第

一
期
分
、軽
自
動
車
税
の
納
期
限
は
、

五
月
三
十
一
日
惜
で
す
。
忘
れ
ず
に

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
納

税
通
知
書
に
は
、
課
税
資
産
（
土

地
・
家
屋
）
明
細
書
が
い
っ
し
ょ
に

な
っ
て
い
ま
す
（
土
地
・
家
屋
の
棟

数
・
筆
数
が
多
い
場
合
は
、
明
細
書

が
別
に
送
付
さ
れ
ま
す
）。
明
細
書

の
内
容
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
…
固
定
資
産
税
・
都
市

計
画
税
＝
資
産
税
課
管
理
係
・
℡

内
線
２
３
６
３
▼
軽
自
動
車
税
＝

市
民
税
課
税
制
担
当
・
℡
内
線
２

３
４
２
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児
童
手
当
の
所
得
制
限
の
対
象
と

な
る
所
得
が
、
五
月
二
日
以
降
の
新

規
申
請
か
ら
平
成
十
六
年
分
の
所
得

に
切
り
替
わ
り
ま
し
た
。

現
在
、
所
得
制
限
に
よ
り
手
当
を

受
け
て
い
な
い
場
合
や
、
対
象
と
な

る
児
童
が
い
て
も
申
請
を
し
て
い
な

か
っ
た
場
合
は
、
新
規
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。

ま
た
、
す
で
に
手
当
を
受
け
て
い

る
方
は
、
六
月
中
に
現
況
届
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
（
現
況
届
に
つ
い
て

は
、
五
月
三
十
一
日
惜
に
発
送
の
予

定
で
す
）。

支
給
対
象

小
学
校
第
三
学
年
修
了
前
の
児
童

を
養
育
し
て
い
る
、
所
得
が
一
定
額

未
満
（
下
表
）
の
方
。

手
当
額

一
人
目
・
二
人
目
の
児
童
は
、
月

額
五
千
円
。三
人
目
以
降
の
児
童
は
、

月
額
一
万
円
。

申
請
方
法

こ
ど
も
家
庭
課
（
本
庁
舎
二

階
）
・
出
張
所
・
連
絡
所
で
配
布
し

て
い
る
認
定
請
求
書
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
同
課
・
出
張
所
・
連
絡
所

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
し
た

翌
月
分
か
ら
支
給
対
象
と
な
り
ま

す
。な

お
、
出
生
・
転
入
に
よ
る
申
請

の
場
合
は
、
出
生
・
転
入
の
翌
日
か

ら
十
五
日
以
内
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

特
例
給
付

児
童
手
当
の
所
得
限
度
額
を
超
え

て
い
て
も
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
等
（
厚

生
年
金
・
私
学
共
済
等
に
加
入
し
て

い
る
方
）
に
つ
い
て
は
、
所
得
が
一

定
額
未
満
（
左
表
）
の
方
に
限
っ
て
、

「
特
例
給
付
」
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

特
例
給
付
を
受
け
て
い
る
方
が
、

会
社
な
ど
を
退
職
し
た
と
き
は
受
給

資
格
が
無
く
な
り
ま
す
の
で
、
消
滅

届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
届

け
出
が
遅
れ
る
と
、
退
職
後
に
受
給

し
た
手
当
を
返
還
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
…
こ
ど
も
家
庭
課
児
童

福
祉
係
・
℡
内
線
２
５
８
８

児
童
手
当
の
届
け
出
を
忘
れ
ず
に

児
童
手
当
の
届
け
出
を
忘
れ
ず
に

児
童
手
当
の
届
け
出
を
忘
れ
ず
に

児童手当 特例給付
扶養人数

所得額 収入額（参考） 所得額 収入額（参考）
０人 3,090,000円 4,538,000円 4,680,000円 6,525,000円
１人 3,470,000円 5,013,000円 5,060,000円 6,956,000円
２人 3,850,000円 5,488,000円 5,440,000円 7,378,000円
３人 4,230,000円 5,963,000円 5,820,000円 7,800,000円
４人以上 １人につき38万円ずつ加算 １人につき38万円ずつ加算

所得限度額表（平成17年度）

＊対象は平成16年分所得です（源泉徴収の方は、給与所得控除後の
金額が該当します）。収入額は、あくまで目安です。
＊扶養人数は、平成16年分所得申告の際の人数です。所得には一定
の控除（医療費控除・障害者控除等）があります。詳しくは、こども
家庭課にお尋ねください。
＊この限度額表の所得額には、政令控除分８万
円が加算してあります。
＊限度額表等、児童手当について詳しくはお尋
ねください。

乳幼児医療費の支給制度が変わります
現在の乳幼児医療費支給制度は、小学校就学前までの乳幼児の入院および通院

の医療費（保険診療分）を保護者に支給する制度です。また、４歳以上の幼児の

通院分に関しては、保護者の所得により医療費の一部を自己負担してもらう場合

がありました。

６月１日戚診療分から、入院について15歳に達する年度の３月末日まで支給

対象年齢を拡大し、あわせて、通院の場合の自己負担を廃止します。

入院分の対象年齢の拡大に伴い、新たに受給資格の発生する方（平成２年４月

２日～同11年４月１日生まれの子どもを養育している保護者）には、今月下旬

に通知を発送します（受給資格証の交付はありません）。

自己負担の廃止に伴い、現在お持ちの方すべての「乳幼児医療費受給資格証」

が変わります。新しい受給資格証は、今月下旬に発送します。

また、対象年齢の拡大に伴い、当医療助成事業の名称が「乳幼児医療費支給事

業」から、「こども医療費支給事業」に変更されます。

問い合わせ… 福祉医療課福祉医療係・℡内線2532

火
災
な
ど
に
あ
わ
れ
た
方
の
減
免

火
災
な
ど
で
損
害
を
受
け
た
家
屋

の
、
納
期
が
到
来
し
て
い
な
い
固
定

資
産
税
・
都
市
計
画
税
（
家
屋
分
の

み
）
が
減
免
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
消
防
局
予
防
課
が
発
行
し
た

「
り
災
証
明
書
」
を
添
え
て
、
資
産

税
課
（
本
庁
舎
二
階
）
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
…
資
産
税
課
管
理
係
・

℡
内
線
２
３
６
３

固
定
資
産
税
等
を
減
免
し
ま
す

固
定
資
産
税
等
を
減
免
し
ま
す

固
定
資
産
税
等
を
減
免
し
ま
す

６月１日
戚診療分

から


